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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を備えるワイヤレス通信のための装置、
　前記装置の地理的ロケーションを決定するように構成された第１の回路と、
　テレビジョンホワイトスペース（ＴＶＷＳ）通信をサポートする複数のＴＶＷＳチャネ
ルのうちのチャネルのリストを得るように構成された第２の回路と、ここにおいて前記リ
ストからの前記チャネルが、前記地理的ロケーションにおいて使用するために利用可能で
ある、
　複数の装置に到達することが可能なデータレートを有する非狭帯域信号を生成するよう
に構成された第３の回路と、ここにおいて前記信号が、前記複数の装置に前記ＴＶＷＳ通
信のための有効化を公示する、
　前記リストからの第１のチャネルを使用して、前記信号を前記複数の装置へ送信するよ
うに構成されたトランシーバ。
【請求項２】
　前記トランシーバが、前記装置に関連付けられた全地球測位システム（ＧＰＳ）情報を
得るために、ＧＰＳ接続を確立することを行うようにも構成され、
　前記第１の回路が、前記ＧＰＳ情報に基づいて、前記地理的ロケーションを決定するこ
とを行うようにも構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第２の回路が、前記リストを得るために、インターネット接続を介してＴＶＷＳデ
ータベースと通信することを行うようにも構成され、
　前記ＴＶＷＳデータベースが、前記地理的ロケーションにおける前記複数のＴＶＷＳチ
ャネルの利用可能性についての情報を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
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　前記信号を送信するために、前記リストから前記第１のＴＶＷＳチャネルを選択するよ
うに構成された第４の回路
をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記信号が、直接シーケンススペクトラム拡散（ＤＳＳＳ）信号を備える、請求項１に
記載の装置。
【請求項６】
　前記信号の前記データレートが、毎秒約１０キロビットまたは毎秒約１００キロビット
であり、
　前記信号の帯域幅が、約５ＭＨｚまたは約６ＭＨｚである、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記第３の回路が、
　毎秒約１メガビットの別のデータレートを有する、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリ
ーに従う別の信号を生成すること
を行うようにも構成され、
　前記信号の前記生成が、毎秒約２５０キロビット、毎秒約１２５キロビット、または毎
秒約６２．５キロビットの前記データレートを有する前記信号を生成するために、前記別
のデータレートを縮小して前記別の信号を変調することを備え、
　前記信号の帯域幅が、約５ＭＨｚである、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記信号が、反復符号をもつ直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号を備える、請求項１
に記載の装置。
【請求項９】
　前記トランシーバが、
　前記第１のチャネル上で前記複数の装置のサブセットから、前記複数の装置のサブセッ
トにおいて前記ＴＶＷＳ通信を有効化するための１つまたは複数の要求を受信することと
、
　前記サブセットからの各装置に関連付けられた識別子（ＩＤ）を受信することと、
　前記要求に応答して前記第１のチャネル上で、チャネルの前記リストを前記サブセット
からの１つまたは複数の装置へ送信することと、ここにおいて前記１つまたは複数の装置
の各々が、検証された前記ＩＤに関連付けられる
を行うようにも構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記トランシーバが、
　前記１つまたは複数の装置へ、前記第１のチャネル、または、前記装置によって前記Ｔ
ＶＷＳ通信のために以前に有効化された前記複数の装置の別のサブセットによって使用中
である前記ＴＶＷＳチャネルのサブセットのうちの、少なくとも１つを備える、チャネル
の第２のリストを送信すること
を行うようにも構成される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２のリストが、前記第２のリスト内の各チャネルの中心周波数と帯域幅とを備え
る、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記トランシーバが、
　前記１つまたは複数の装置の各々から、その装置によって使用するために選択されてい
る、前記複数のＴＶＷＳチャネルのうちの第２のチャネルについての情報を受信すること
と、
　その装置へ、その装置による前記ＴＶＷＳ通信を継続するために、前記第２のチャネル
上でコンタクト検証信号（ＣＶＳ）を送信する周期性についての情報をもつメッセージを
送信することと
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を行うようにも構成され、前記装置が、
　前記第２のチャネルを前記第２のリストに含めるように構成された回路
をさらに備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記トランシーバが、
　その装置へ、前記第２のチャネル上で前記ＣＶＳを送信するためのスケジュールを備え
る別のメッセージを送信すること
を行うようにも構成される、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記トランシーバが、前記第２のチャネルを使用して、少なくとも６０秒に１回、前記
ＣＶＳを送信すること
を行うようにも構成される、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記メッセージ内で指定された前記周期性で、前記第２のチャネルに同調するように構
成された別の回路
をさらに備え、前記トランシーバが、
　前記第２のチャネルを使用して、前記周期性に従って、前記ＣＶＳをその装置へ送信す
ること
を行うようにも構成される、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記地理的ロケーションが、少なくとも６０秒に１回チェックされる、請求項１に記載
の装置。
【請求項１７】
　前記信号が、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリーに従って送信されたビーコンを備え
、
　前記ビーコンが、前記装置が前記ＴＶＷＳ通信のための有効化を提供することを示す情
報を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記トランシーバが、
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちのいずれによっても前記ＴＶＷＳ通信の
ために使用されない場合、第１の頻度に従って、周期的に前記信号を送信することと、
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちの少なくとも１つによって前記ＴＶＷＳ
通信のために使用される場合、第２の頻度に従って、周期的に前記信号を送信することと
を行うようにも構成され、
　ここにおいて前記第１の頻度が、前記第２の頻度よりも大きい、請求項１に記載の装置
。
【請求項１９】
　前記トランシーバが、
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちの少なくとも１つによって前記ＴＶＷＳ
通信のために使用される場合、前記第１のチャネルを使用して、前記信号を送信するスケ
ジュールをもつメッセージを送信すること
を行うようにも構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
　下記を備える、ワイヤレス通信のための方法、
　装置で、前記装置の地理的ロケーションを決定することと、
　テレビジョンホワイトスペース（ＴＶＷＳ）通信をサポートする複数のＴＶＷＳチャネ
ルのうちのチャネルのリストを得ることと、ここにおいて前記リストからの前記チャネル
が、前記地理的ロケーションにおいて使用するために利用可能である、
　複数の装置に到達することが可能なデータレートを有する非狭帯域信号を生成すること
と、ここにおいて前記信号が、前記複数の装置に前記ＴＶＷＳ通信のための有効化を公示
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する、
　前記リストからの第１のチャネルを使用して、前記信号を前記複数の装置へ送信するこ
と。
【請求項２１】
　前記装置に関連付けられた全地球測位システム（ＧＰＳ）情報を得るために、ＧＰＳ接
続を確立することと、
　前記ＧＰＳ情報に基づいて、前記地理的ロケーションを決定することと
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記リストを得るために、インターネット接続を介してＴＶＷＳデータベースと通信す
ること、ここにおいて前記ＴＶＷＳデータベースが、前記地理的ロケーションにおける前
記複数のＴＶＷＳチャネルの利用可能性についての情報を備える
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記信号を送信するために、前記リストから前記第１のＴＶＷＳチャネルを選択するこ
と
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記信号が、直接シーケンススペクトラム拡散（ＤＳＳＳ）信号を備える、請求項２０
に記載の方法。
【請求項２５】
　前記信号の前記データレートが、毎秒約１０キロビットまたは毎秒約１００キロビット
であり、
　前記信号の帯域幅が、約５ＭＨｚまたは約６ＭＨｚである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記信号を生成することが、
　毎秒約１メガビットの別のデータレートを有する、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリ
ーに従う別の信号を生成することと、
　毎秒約２５０キロビット、毎秒約１２５キロビット、または毎秒約６２．５キロビット
の前記データレートを有する前記信号を生成するために、前記別のデータレートを縮小し
て前記別の信号を変調することと
を備え、
　ここにおいて前記信号の帯域幅が、約５ＭＨｚである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２７】
　前記信号が、反復符号をもつ直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号を備える、請求項２
０に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１のチャネル上で前記複数の装置のサブセットから、前記複数の装置のサブセッ
トにおいて前記ＴＶＷＳ通信を有効化するための１つまたは複数の要求を受信することと
、
　前記サブセットからの各装置に関連付けられた識別子（ＩＤ）を受信することと、
　前記要求に応答して前記第１のチャネル上で、チャネルの前記リストを前記サブセット
からの１つまたは複数の装置へ送信することと、ここにおいて前記１つまたは複数の装置
の各々が、検証された前記ＩＤに関連付けられる
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２９】
　前記１つまたは複数の装置へ、前記第１のチャネル、または、前記装置によって前記Ｔ
ＶＷＳ通信のために以前に有効化された前記複数の装置の別のサブセットによって使用中
である前記ＴＶＷＳチャネルのサブセットのうちの、少なくとも１つを備える、チャネル
の第２のリストを送信すること
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をさらに備える、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第２のリストが、前記第２のリスト内の各チャネルの中心周波数と帯域幅とを備え
る、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記１つまたは複数の装置の各々から、その装置によって使用するために選択されてい
る、前記複数のＴＶＷＳチャネルのうちの第２のチャネルについての情報を受信すること
と、
　その装置へ、その装置による前記ＴＶＷＳ通信を継続するために、前記第２のチャネル
上でコンタクト検証信号（ＣＶＳ）を送信する周期性についての情報をもつメッセージを
送信することと、
　前記第２のチャネルを前記第２のリストに含めることと
をさらに備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　その装置へ、前記第２のチャネル上で前記ＣＶＳを送信するためのスケジュールを備え
る別のメッセージを送信すること
をさらに備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第２のチャネルを使用して、少なくとも６０秒に１回、前記ＣＶＳを送信すること
をさらに備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記メッセージ内で指定された前記周期性で、前記第２のチャネルに同調することと、
　前記第２のチャネルを使用して、前記周期性に従って、前記ＣＶＳをその装置へ送信す
ることと
をさらに備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記地理的ロケーションが、少なくとも６０秒に１回チェックされる、請求項２０に記
載の方法。
【請求項３６】
　前記信号が、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリーに従って送信されたビーコンを備え
、
　前記ビーコンが、前記装置が前記ＴＶＷＳ通信のための有効化を提供することを示す情
報を備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちのいずれによっても前記ＴＶＷＳ通信の
ために使用されない場合、第１の頻度に従って、周期的に前記信号を送信することと、
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちの少なくとも１つによって前記ＴＶＷＳ
通信のために使用される場合、第２の頻度に従って、周期的に前記信号を送信することと
、ここにおいて前記第１の頻度が、前記第２の頻度よりも大きい
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項３８】
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちの少なくとも１つによって前記ＴＶＷＳ
通信のために使用される場合、前記第１のチャネルを使用して、前記信号を送信するスケ
ジュールをもつメッセージを送信すること
をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項３９】
　下記を備える、ワイヤレス通信のための装置、
　前記装置の地理的ロケーションを決定するための手段と、
　テレビジョンホワイトスペース（ＴＶＷＳ）通信をサポートする複数のＴＶＷＳチャネ
ルのうちのチャネルのリストを得るための手段と、ここにおいて前記リストからの前記チ
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ャネルが、前記地理的ロケーションにおいて使用するために利用可能である、
　複数の装置に到達することが可能なデータレートを有する非狭帯域信号を生成するため
の手段と、ここにおいて前記信号が、前記複数の装置に前記ＴＶＷＳ通信のための有効化
を公示する、
　前記リストからの第１のチャネルを使用して、前記信号を前記複数の装置へ送信するた
めの手段。
【請求項４０】
　前記装置に関連付けられた全地球測位システム（ＧＰＳ）情報を得るために、ＧＰＳ接
続を確立するための手段と、
　前記ＧＰＳ情報に基づいて、前記地理的ロケーションを決定するための手段と
をさらに備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記リストを得るために、インターネット接続を介してＴＶＷＳデータベースと通信す
るための手段、ここにおいて前記ＴＶＷＳデータベースが、前記地理的ロケーションにお
ける前記複数のＴＶＷＳチャネルの利用可能性についての情報を備える
をさらに備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４２】
　前記信号を送信するために、前記リストから前記第１のＴＶＷＳチャネルを選択するた
めの手段
をさらに備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４３】
　前記信号が、直接シーケンススペクトラム拡散（ＤＳＳＳ）信号を備える、請求項３９
に記載の装置。
【請求項４４】
　前記信号の前記データレートが、毎秒約１０キロビットまたは毎秒約１００キロビット
であり、
　前記信号の帯域幅が、約５ＭＨｚまたは約６ＭＨｚである、請求項３９に記載の装置。
【請求項４５】
　前記信号を生成するための前記手段が、
　毎秒約１メガビットの別のデータレートを有する、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリ
ーに従う別の信号を生成するための手段と、
　毎秒約２５０キロビット、毎秒約１２５キロビット、または毎秒約６２．５キロビット
の前記データレートを有する前記信号を生成するために、前記別のデータレートを縮小し
て前記別の信号を変調するための手段と
を備え、
　ここにおいて前記信号の帯域幅が、約５ＭＨｚである、請求項３９に記載の装置。
【請求項４６】
　前記信号が、反復符号をもつ直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号を備える、請求項３
９に記載の装置。
【請求項４７】
　前記第１のチャネル上で前記複数の装置のサブセットから、前記複数の装置のサブセッ
トにおいて前記ＴＶＷＳ通信を有効化するための１つまたは複数の要求を受信するための
手段
をさらに備え、
　受信するための前記手段が、前記サブセットからの各装置に関連付けられた識別子（Ｉ
Ｄ）を受信することを行うようにさらに構成され、
　送信するための前記手段が、前記要求に応答して前記第１のチャネル上で、チャネルの
前記リストを前記サブセットからの１つまたは複数の装置へ送信することを行うようにさ
らに構成され、ここにおいて前記１つまたは複数の装置の各々が、検証された前記ＩＤに
関連付けられる、請求項３９に記載の装置。
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【請求項４８】
　送信するための前記手段が、
　前記１つまたは複数の装置へ、前記第１のチャネル、または、前記装置によって前記Ｔ
ＶＷＳ通信のために以前に有効化された前記複数の装置の別のサブセットによって使用中
である前記ＴＶＷＳチャネルのサブセットのうちの、少なくとも１つを備える、チャネル
の第２のリストを送信すること
を行うようにさらに構成される、請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記第２のリストが、前記第２のリスト内の各チャネルの中心周波数と帯域幅とを備え
る、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　受信するための前記手段が、前記１つまたは複数の装置の各々から、その装置によって
使用するために選択されている、前記複数のＴＶＷＳチャネルのうちの第２のチャネルに
ついての情報を受信することを行うようにさらに構成され、
　送信するための前記手段が、その装置へ、その装置による前記ＴＶＷＳ通信を継続する
ために、前記第２のチャネル上でコンタクト検証信号（ＣＶＳ）を送信する周期性につい
ての情報をもつメッセージを送信することを行うようにさらに構成され、前記装置が、
　前記第２のチャネルを前記第２のリストに含めるための手段
をさらに備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
　送信するための前記手段が、
　その装置へ、前記第２のチャネル上で前記ＣＶＳを送信するためのスケジュールを備え
る別のメッセージを送信すること
を行うようにさらに構成される、請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　送信するための前記手段が、
　前記第２のチャネルを使用して、少なくとも６０秒に１回、前記ＣＶＳを送信すること
を行うようにさらに構成される、請求項５０に記載の装置。
【請求項５３】
　前記装置が、
　前記メッセージ内で指定された前記周期性で、前記第２のチャネルに同調するための手
段
をさらに備え、送信するための前記手段が、
　前記第２のチャネルを使用して、前記周期性に従って、前記ＣＶＳをその装置へ送信す
ること
を行うようにさらに構成される、請求項５０に記載の装置。
【請求項５４】
　前記地理的ロケーションが、少なくとも６０秒に１回チェックされる、請求項３９に記
載の装置。
【請求項５５】
　前記信号が、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ファミリーに従って送信されたビーコンを備え
、
　前記ビーコンが、前記装置が前記ＴＶＷＳ通信のための有効化を提供することを示す情
報を備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項５６】
　送信するための前記手段が、
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちのいずれによっても前記ＴＶＷＳ通信の
ために使用されない場合、第１の頻度に従って、周期的に前記信号を送信することと、
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちの少なくとも１つによって前記ＴＶＷＳ
通信のために使用される場合、第２の頻度に従って、周期的に前記信号を送信することと
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、ここにおいて前記第１の頻度が、前記第２の頻度よりも大きい
を行うようにさらに構成される、請求項３９に記載の装置。
【請求項５７】
　送信するための前記手段が、
　前記第１のチャネルが、前記複数の装置のうちの少なくとも１つによって前記ＴＶＷＳ
通信のために使用される場合、前記第１のチャネルを使用して、前記信号を送信するスケ
ジュールをもつメッセージを送信すること
を行うようにさらに構成される、請求項３９に記載の装置。
【請求項５８】
　下記を行うように実行可能な命令を備える非一時的なコンピュータ可読媒体を備える、
ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品、
　装置で、前記装置の地理的ロケーションを決定することと、
　テレビジョンホワイトスペース（ＴＶＷＳ）通信をサポートする複数のＴＶＷＳチャネ
ルのうちのチャネルのリストを得ることと、ここにおいて前記リストからの前記チャネル
が、前記地理的ロケーションにおいて使用するために利用可能である、
　複数の装置に到達することが可能なデータレートを有する非狭帯域信号を生成すること
と、ここにおいて前記信号が、前記複数の装置に前記ＴＶＷＳ通信のための有効化を公示
する、
　前記リストからの第１のチャネルを使用して、前記信号を前記複数の装置へ送信するこ
と。
【請求項５９】
　下記を備えるアクセスポイント、
　少なくとも１つのアンテナと、
　前記アクセスポイントの地理的ロケーションを決定するように構成された第１の回路と
、
　テレビジョンホワイトスペース（ＴＶＷＳ）通信をサポートする複数のＴＶＷＳチャネ
ルのうちのチャネルのリストを得るように構成された第２の回路と、ここにおいて前記リ
ストからの前記チャネルが、前記地理的ロケーションにおいて使用するために利用可能で
ある、
　複数のワイヤレスノードに到達することが可能なデータレートを有する非狭帯域信号を
生成するように構成された第３の回路と、ここにおいて前記信号が、前記複数のワイヤレ
スノードに前記ＴＶＷＳ通信のための有効化を公示する、
　前記少なくとも１つのアンテナを介して、前記リストからの第１のチャネルを使用して
、前記信号を前記複数のワイヤレスノードへ送信するように構成されたトランシーバ。
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